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令和５年度第２回津山市景観審議会 議事要旨 

日時 令和 5年 9月 29 日（金）13：30～17：00 

場所 津山市役所 東庁舎 3 階 302 会議室 

出席者 委員 5名 幹事 4名 事務局（都市計画課） 

傍聴人 2 名 

議  事 内  容 

 

現地視察 

 

 

１ 開会 

 

 

 

 

 

 

２ 報告事項  

(1）津山市景観条例

の運用状況につい

て 

・９月１日現在の届

出件数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30～15:30 景観賞応募案件 現地視察 

 

15:40～ 

・開会あいさつ 

 

・会議の公開、非公開の決定 → 次第２ 報告事項 公開  

                次第３ 議事   非公開 

 

・傍聴人の報告 → ２名 

 

事務局より、景観法に基づく届出、通知、景観重要公共施設における占

用等事前確認の運用状況について報告 

 

【報告】 

質疑応答の上、承認 

 

 【主な質疑及び意見】 

 ・届出の中で、特に色彩で気になる施設はありますか。 

  →届出の施設は、周辺の景観に配慮された色彩となっております。 

 ・携帯基地局の５Ｇのアンテナが急増しているが、大型化など気付かれ

た点はありますか。 

  →５Ｇなので高さが高くなるとか、アンテナ機器の増設など大型化は

ありません。 

 ・屋外広告物の取扱について説明してください。 

  →屋外広告物に対しては、岡山県屋外広告物条例にて許可を受けるよ

うになっており、広告物の表示板面は対象外とし、支柱・フレーム

等の露出部分のみ形状・素材・色彩等が基準に適合するよう指導を

行っています。また、以前の県の屋外広告物条例では、庁舎など原

則として、屋外広告物を表示又は設置してはならない禁止地域に指

定されていましたが、公共的目的に該当する場合であれば、適用除

外として、掲出が可能となったもので、今回、県の屋外広告物審議
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３ 議事 

（1）津山市景観賞

について 

 

 

 

（2）津山市景観賞

受賞候補の選定に

ついて 

①審査方法につ

いて 

 

 

 

 

 ②応募案件の審

査について 

 

 

 

 

４ 事務連絡 

 

５ 閉会 

 

会に諮られ、認められたものです。 
 ・電太陽光発電について、津山市内で特に景観面で問題になっているこ

とはありますか。又、この審議会の対象になりますか。 

  →太陽光発電施設については、設置面積 1,000 ㎡を超えるものが届出

対象となっており、パネル・囲いの色彩、目隠しでの景観配慮など

指導しております。問題の案件はありません。また、太陽光発電の

審査は多岐にわたり、関係法令・条例等に基づき各担当部署で審査

されております。 

 

 

 事務局より、応募案件の説明 

 

 【報告】 

 質疑応答の上、承認 

 

 

 

 

事務局より、景観賞の決定までの流れと市民投票の方法について事務局

より提案 
  

 【審議】 

 質疑応答の上、承認 

 

 事務局より、市民投票の方法、応募案件の内容について説明 

 

 【審議】 

 質疑応答の上、承認 

  

 

次回の第２回景観審議会は 9 月下旬に開催を予定 

 

 

 

 


